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第
四
条
中「（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
第
二

号
イ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

純
損
失
の
額

会
社
計
算
規
則
（
平
成
十
八
年
法
務
省
令
第
十
三
号
）
第
百
二
十
二
条
第
二
項
の
経
常
損
失

金
額
又
は
同
令
第
百
二
十
五
条
第
二
項
の
当
期
純
損
失
金
額

三

欠
損
の
額

会
社
計
算
規
則
第
百
八
条
第
二
項
第
四
号
の
利
益
剰
余
金
（
零
を
下
回
る
も
の
に
限
る
。）の
絶

対
値
の
額

四

負
債
の
額

会
社
計
算
規
則
第
百
五
条
第
一
項
第
二
号
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
（
次
号
イ
の

繰
延
税
金
資
産
等
の
額
を
控
除
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
合
計
額
か
ら
同
令
第
百
七
条
第
二
項
第
一
号
チ

\
及
び
]
の
規
定
に
よ
り
流
動
負
債
の
部
に
記
載
し
た
繰
延
税
金
負
債
の
額
及
び
同
令
第
百
七
条
第
二
項
第
二

号
ニ
\
及
び
]
の
規
定
に
よ
り
固
定
負
債
の
部
に
記
載
し
た
繰
延
税
金
負
債
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）

第
四
条
第
五
号
イ
中
「
商
法
施
行
規
則
第
五
十
条
」
を
「
会
社
計
算
規
則
第
百
五
条
第
一
項
第
一
号
」
に
、「
第
三

十
五
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
資
産
の
部
に
計
上
し
た
額
」
を
「
第
百
六
条
第
三
項
第
五
号
の
繰
延

資
産
の
額
」
に
、「
第
六
十
条
」
を
「
第
百
六
条
第
三
項
第
一
号
カ
\
及
び
]
」
に
、「
及
び
同
令
第
六
十
九
条
」を「
並

び
に
同
令
第
百
六
条
第
三
項
第
四
号
ニ
\
及
び
]
」
に
改
め
、
同
号
中
ロ
及
び
ハ
を
削
り
、
同
号
ニ
中
「
商
法
施
行

規
則
第
九
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
土
地
再
評
価
差
額
金
の
部
及
び
同
項
第
三
号
の
株
式
等
評
価
差
額
金
の
部
」
を

「
会
社
計
算
規
則
第
百
八
条
第
七
項
第
一
号
の
そ
の
他
有
価
証
券
評
価
差
額
金
及
び
同
項
第
三
号
の
土
地
再
評
価
差

額
金
」
に
改
め
、
同
号
ニ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
中
ホ
及
び
ヘ
を
削
り
、
同
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
三
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
四
項
」
に
、
同
項
第
一
号
中
「
第
二
十
九

条
の
二
第
三
項
第
三
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
四
項
第
三
号
」
に
、「
第
二
十
九
条
の
三
第
五
項
」
を
「
第
四
十
二
条

第
五
項
」
に
、
同
項
第
二
号
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
第
四
号
」
を
「
第
四
十
一
条
第
四
項
第
四
号
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
十
九

条
の
二
第
三
項
第
四
号
ニ
」
を
「
第
四
十
一
条
第
四
項
第
四
号
ニ
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
九
条
の
二

第
四
項
」
を
「
第
四
十
一
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
十
四
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
三
条
第
一
項
」
に
、「
第
二
条
第
六
項
」
を「
第
二
条
第
十
三
項
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）及
び
産

業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）に
お
い
て
使

用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
法
第
二
条
第
六
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条

法
第
二
条
第
六
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と

す
る
。

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体

二

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
民
法
施
行

法
（
明
治
三
十
一
年
法
律
第
十
一
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
受
け
た
法
人

三

中
間
法
人
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
中
間
法
人

四

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人

五

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
高
等
専
門
学
校

六

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
法

人
七

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人

八

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法

人
九

外
国
又
は
外
国
の
公
共
団
体
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

十

外
国
法
人

（
法
第
二
条
第
十
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条

法
第
二
条
第
十
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す

る
。

一

事
業
革
新
設
備
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
が
、
新
技
術
（
法
第
二
条
第
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
新
技

術
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
特
許
権
及
び
外
国
に
お
け
る
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
有

す
る
場
合

二

事
業
革
新
設
備
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
が
、
新
技
術
に
係
る
特
許
権
を
有
し
て
お
り
、
か
つ
、
特
許

協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）

第
四
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
調
査
機
関
の
見
解
書
又
は
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
予
備
審
査
報
告
の
送
付

を
受
け
、
当
該
見
解
書
又
は
報
告
に
お
い
て
当
該
新
技
術
に
係
る
発
明
が
千
九
百
七
十
年
六
月
十
九
日
に
ワ
シ

ン
ト
ン
で
作
成
さ
れ
た
特
許
協
力
条
約
第
三
十
三
条
]
、
^
及
び
_
に
規
定
す
る
新
規
性
、
進
歩
性
及
び
産
業

上
の
利
用
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
場
合

三

事
業
革
新
設
備
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
が
、
新
技
術
に
関
す
る
情
報
を
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い

る
生
産
方
法
そ
の
他
の
事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
の
情
報
で
あ
っ
て
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
管
理
し
て
い
る
場
合

（
法
第
二
条
第
十
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
額
）

第
四
条

法
第
二
条
第
十
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
金
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
特
定
信
用
状
発
行
契
約
を

締
結
し
た
金
融
機
関
が
当
該
契
約
に
基
づ
き
履
行
し
た
債
務
に
係
る
遅
延
損
害
金
に
相
当
す
る
金
額
を
い
う
。

様
式
第
一
中
「第

29の
２
第
１
項

」
を
「第

41条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
二
中
「産

業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
24条
第
１
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
等
を
定
め
る
省
令

第
３
条
第
１
項

」
を
「産

業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
２
条
第
６
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
く
知
的
財
産
権
の
移
転

若
し
く
は
設
定
を
行
い
、
又
は
営
業
秘
密
の
開
示
を
行
う
者
等
を
定
め
る
省
令
第
７
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
中
「産

業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
24条
第
１
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
等
を
定
め
る
省
令

第
３
条
第
２
項

」
を
「産

業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
第
２
条
第
６
項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
く
知
的
財
産
権
の
移
転

若
し
く
は
設
定
を
行
い
、
又
は
営
業
秘
密
の
開
示
を
行
う
者
等
を
定
め
る
省
令
第
７
条
第
２
項

」
に
改
め
る
。

（
産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

産
業
技
術
力
強
化
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び

第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
第
十
七
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
」

に
、「
同
条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
」
に
、「
第
一
条
第
五
項

若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
第
一
条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」
に
、「
第
四
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
を
「
第
四

条
第
六
項
若
し
く
は
第
七
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
六
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
第

十
七
条
第
一
項
第
五
号
若
し
く
は
第
六
号
」
に
、「
同
条
第
二
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
」
を
「
同
条
第
二
項
第
五

号
若
し
く
は
第
六
号
」
に
改
め
る
。

様
式
第
１
の
備
考
11
中「「【

弁
護
士
】」と
記
載
し

」
を「「【

弁
理
士
】」と
記
載
し

」
に
、「弁

護
士
の
と
き
は

」を「弁
護
士
の
と
き
は
、

」に
改
め
る
。

様
式
第
１
の
備
考
14
中
「第

16条
第
１
項
第
１
号

」
を
「第

17条
第
１
項
第
１
号

」に
、「第

16条
第
１
項
第
２
号

」

を
「第

17条
第
１
項
第
２
号

」
に
、「第

17条
第
１
項
第
１
号

」
を
「第

18条
第
１
項
第
１
号

」
に
、「第

17条
第
１
項

第
２
号

」
を
「第

18条
第
１
項
第
２
号

」
に
改
め
る
。

様
式
第
２
の
備
考
１
中
「第

16条
第
２
項
第
１
号

」
を
「第

17条
第
２
項
第
１
号

」に
、「第

16条
第
２
項
第
２
号

」

を
「第

17条
第
２
項
第
２
号

」
に
、「第

17条
第
２
項
第
１
号

」
を
「第

18条
第
２
項
第
１
号

」
に
、「第

17条
第
２
項

第
２
号

」
を
「第

18条
第
２
項
第
２
号

」
に
改
め
る
。

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
六
項
中
「
産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
号
。
以
下
「
産
業
再
生

法
」
と
い
う
。）第
三
十
条
」
を
「
産
業
技
術
力
強
化
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
四
号
）
第
十
九
条
」
に
、「
特
定

研
究
成
果
」
を
「
特
定
研
究
開
発
等
成
果
」
に
改
め
る
。
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